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令和７年２月４日 

総務部職員厚生課 

 

 

子育て部分休暇の新設及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律の改正等に伴う職員に関する条例の

改正について 

 

 

１ 改正趣旨 

地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間を補完し、職員の仕事と育

児の両立・調和をより一層推進するため、職員が子を養育するため、一日の勤務時間の一

部につき勤務しないことを承認する休暇として、子育て部分休暇を新設する。また、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正並びに職員の

仕事と育児・介護の両立を支援する観点から、休暇制度等の見直しを行うため、職員に関

する条例を改正する。 

 

２ 改正内容 

項目 内容 

育児を行う職員の超過勤務

の制限（免除）の対象となる

職員の拡大 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（以下、「勤務時間条例」

という）第９条の３】 

【幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例（以下、「幼

教勤務時間条例」という）第 11条

の２】 

職員が子を養育するために請求した場合において、任命

権者が所定労働時間を超えて勤務させてはならない職員

の範囲 

【見直し前】３歳に満たない子を養育する職員 

【見直し後】小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する職員 

子の看護休暇の見直し 

【勤務時間条例第 15条】 

【幼教勤務時間条例第 17条】 

 

 

 

 

 

 

（１）対象職員の拡大 

【見直し前】満９歳に達する日以後の最初の３月 31日ま

での間にある子を養育する職員 

【見直し後】満 12 歳に達する日以後の最初の３月 31 日

までの間にある子（障害者手帳の交付を受けている障

害児等については、満 18歳に達する日以後の最初の３

月 31日までの間にある子。）を養育する職員 

（２）取得事由の拡大 

子の行事参加（入園・入学式、卒園式・卒業式等）

及び感染症に伴う学級閉鎖等を追加 

（３）休暇名称の変更 

（１）・（２）にかかる改正を踏まえ、休暇名称を「子

の看護等休暇」に改める。 
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子育て部分休暇の新設 

【勤務時間条例第９条の２、第 16

条の３】 

【幼教勤務時間条例第 11条、第 18

条の３】 

【職員の育児休業等に関する条例

第 15条】 

【制度概要】 

（１）対象職員 

  満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から

満 12 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間

にある子（障害者手帳の交付を受けている障害児等

については、満 18歳に達する日以後の最初の３月 31

日までの間にある子。）を養育する職員 

（２）取得単位 

正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日につき２

時間を超えない範囲内で、３０分を単位として承認 

※部分休業と同時に取得する場合は、部分休業と子育て

部分休暇とを合わせて、１日につき２時間を超えない

範囲内で承認する。 

（３）給与の取扱い 

  承認期間はすべてと無給となり、期末・勤勉手当の

欠勤等日数の算定対象とする。 

仕事と介護の両立支援制度

等を利用しやすい勤務環境

の整備に関する措置等 

【勤務時間条例第 16 条、第 16 条

の４、第 16条の５】 

【幼教勤務時間条例第 18条、第 18

条の４、第 18条の５】 

 

仕事と介護の両立支援制度等を利用しやすい勤務環境

を整備するため、次の措置等について定める。 

（１）職員が対象家族の介護を必要とする状況に至った

ことを申し出た場合の、仕事と介護との両立に資する

制度又は措置（介護両立支援制度等）その他の規則で

定める事項の周知及び請求等の意向を確認するための

面談等 

（２）職員が 40歳に達した日の属する年度における当該

職員に対する仕事と介護の両立支援制度等に関する情

報提供 

（３）職場環境の整備（研修等の開催、相談体制の整備

等） 

 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行予定日 

  令和７年４月１日 
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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

平成10年３月12日条例第14号 平成10年３月12日条例第14号 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法

（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定によ

り同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託

されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第９条の４第１

項及び第３項並びに第16条の３第１項において同じ。）のある職員

（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の

人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約し

た二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二

者間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶者等」という。）で当該

子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間

をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障が

ある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法

（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定によ

り同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託

されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第９条の４第１

項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又はパート

ナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、

互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活

において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚

姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相

手方（以下「配偶者等」という。）で当該子の親であるものが、深夜

（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい

て常態として当該子を養育することができるものとして規則で定め

る者に該当する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育す

るために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜に

おける勤務をさせてはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者（第16条第１項に規定する日常生活を営

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について

２ 前項の規定は、要介護者（第16条第１項に規定する日常生活を営

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について
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改正後 改正前 

準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で

定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第

９条の４第１項及び第３項並びに第16条の３第１項において同じ。）

のある職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又はいず

れか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとし

て、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合う

ことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者

が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶者等」とい

う。）で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある

職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で

定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第

９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリ

ティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、

日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をい

う。）の相手方（以下「配偶者等」という。）で当該子の親であるも

のが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとし

て規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が当

該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介

護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限） 

第９条の３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障があ

第９条の３ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超
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改正後 改正前 

る場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避

けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、

この限りでない。 

過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのでき

ない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読

み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介

護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、規則で定める。 

 （小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

第９条の４ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障があ

る場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはな

らない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨

時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

第９条の４ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障があ

る場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはな

らない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨

時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

（特別休暇） （特別休暇） 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の

事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下

「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の

事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下

「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応
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改正後 改正前 

じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用さ

れた職員及び育児休業法第６条第１項の規定により臨時的に任用

された職員（常時勤務を要する者に限る。） 公民権行使等休暇、

不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健

診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護等休暇及

び短期の介護休暇 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用さ

れた職員及び育児休業法第６条第１項の規定により臨時的に任用

された職員（常時勤務を要する者に限る。） 公民権行使等休暇、

不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健

診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び

短期の介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護等休暇及び短期の介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護休暇及び短期の介護休暇 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、規則で定める。 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、規則で定める。 

（介護休暇） （介護休暇） 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者等、父母、子、配偶者等の父母

その他規則で定める者（第16条の４第１項において「対象家族」とい

う。）で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある

ものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇として、介護休暇（前条第１項に規定するものを

除く。以下この条において同じ。）を承認するものとする。 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者等、父母、子、配偶者等の父母

その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営む

ことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇として、介護休暇（前条第１項

に規定するものを除く。以下この条において同じ。）を承認するもの

とする。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。 

（子育て部分休暇）  

第16条の３ 任命権者は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が満

６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から満12歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある当該職員の子その他規則で定
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改正後 改正前 

める子を養育するため、１日の勤務時間の一部につき勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇として、子育て部分

休暇を承認するものとする。 

２ 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、規則で定める。 

 

（対象家族が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認

等） 

 

第16条の４ 任命権者は、職員が対象家族が当該職員の介護を必要と

する状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事

と介護との両立に資するものとして規則で定める制度又は措置（以

下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他

の規則で定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請

求、申告又は申請（次条において「請求等」という。）に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の規則で定める措置を講じな

ければならない。 

 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する

年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において、前項に

規定する事項を知らせなければならない。 

 

（勤務環境の整備に関する措置）  

第16条の５ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行わ

れるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

（１）職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施  

（２）介護両立支援制度等に関する相談体制の整備  

（３）前２号に掲げる措置のほか、規則で定める介護両立支援制度等

に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

  附 則（令和 年 月 日条例第 号）  

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規 
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改正後 改正前 

定は、公布の日から施行する。 

 （施行前の準備）  

２ この条例による改正後の第９条の３第１項の規定による超過勤

務の制限に係る請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するために行うものに限る。）は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 
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幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

平成12年３月13日条例第21号 平成12年３月13日条例第21号 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める

者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第11条の

３第１項及び第３項並びに第18条の３第１項において同じ。）のあ

る職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか

一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、

相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこと

を約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が

認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶者等」という。）

で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が当該子を養育するために請求した場合

には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせては

ならない。 

第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める

者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第11条の

３第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者（届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティ

であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常

の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その

他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）

の相手方（以下「配偶者等」という。）で当該子の親であるものが、

深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして教育委

員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が

当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合

を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者（第18条第１項に規定する日常生活を営２ 前項の規定は、要介護者（第18条第１項に規定する日常生活を営

9 



2/6 

改正後 改正前 

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について

準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委

員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３

項並びに第11条の３第１項及び第３項並びに第18条の３第１項にお

いて同じ。）のある職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパー

トナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当する

と教育委員会が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶

者等」という。）で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌

日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該

子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に

該当する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育」とあるの

は、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるもの

とする。 

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について

準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委

員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３

項並びに第11条の３第１項及び第３項において同じ。）のある職員

（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の

人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約し

た二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二

者間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶者等」という。）で当該

子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間

をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある

職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

教育委員会規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

教育委員会規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限） 
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改正後 改正前 

第11条の２ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障が

ある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合

は、この限りでない。 

第11条の２ 教育委員会は、３歳に満たない子のある職員が当該子を

養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、

超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでな

い。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読

み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介

護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

 （小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

第11条の３ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障が

ある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務

をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

第11条の３ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障が

ある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務

をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（特別休暇） （特別休暇） 

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別
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改正後 改正前 

の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以

下「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 

の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以

下「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 

(１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、不妊治療のた

めの休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦

通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休

暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護等休暇及び短期の介護

休暇 

(１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、不妊治療のた

めの休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦

通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休

暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の介護休

暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護等休暇及び短期の介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護休暇及び短期の介護休暇 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（介護休暇） （介護休暇） 

第18条 教育委員会は、職員がその配偶者等、父母、子、配偶者等の父

母その他教育委員会規則で定める者（第18条の４第１項において「対

象家族」という。）で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むこと

に支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇として、介護休暇（前条第１項に規

定するものを除く。以下この条において同じ。）を承認するものとす

る。 

第18条 教育委員会は、職員がその配偶者等、父母、子、配偶者等の父

母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日

常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇

（前条第１項に規定するものを除く。以下この条において同じ。）を

承認するものとする。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、教育委員会規則で定める。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、教育委員会規則で定める。 

（子育て部分休暇）  

第18条の３ 教育委員会は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が

満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から満12歳に達する
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改正後 改正前 

日以後の最初の３月31日までの間にある当該職員の子その他規則で

定める子を養育するため、１日の勤務時間の一部につき勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇として、子育て部

分休暇を承認するものとする。 

２ 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

 

（対象家族が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確

認等） 

 

第18条の４ 教育委員会は、職員が対象家族が当該職員の介護を必要

とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕

事と介護との両立に資するものとして教育委員会規則で定める制度

又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」とい

う。）その他の教育委員会規則で定める事項を知らせるとともに、介

護両立支援制度等の請求、申告又は申請（次条において「請求等」と

いう。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の教育

委員会規則で定める措置を講じなければならない。 

 

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属す

る年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において、前項

に規定する事項を知らせなければならない。 

 

（勤務環境の整備に関する措置）  

第18条の５ 教育委員会は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行

われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

（１）職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施  

（２）介護両立支援制度等に関する相談体制の整備  

（３）前２号に掲げる措置のほか、教育委員会規則で定める介護両立

支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

  附 則（令和 年 月 日条例第 号）  

（施行期日）  
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改正後 改正前 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。 

 

 （施行前の準備）  

２ この条例による改正後の第11条の２第１項の規定による超過勤

務の制限に係る請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するために行うものに限る。）は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の育児休業等に関する条例 ○職員の育児休業等に関する条例 

平成４年３月12日条例第20号 平成４年３月12日条例第20号 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号の勤務日数

及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して世田谷区規則で定める非常勤

職員のうち地方公務員法第22条の２第１項第１号に規定する会計年

度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うもの

とする。 

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号の勤務日数

及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して世田谷区規則で定める非常勤

職員のうち地方公務員法第22条の２第１項第１号に規定する会計年

度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うもの

とする。 

２ 勤務時間条例第15条第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例

第17条第１項の規定による育児時間、勤務時間条例第16条の２第１

項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の２第１項の規定に

よる介護時間又は勤務時間条例第16条の３第１項若しくは幼稚園教

育職員勤務時間条例第18条の３第１項の規定による子育て部分休暇

の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認について

は、１日につき２時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子

育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲内で行うものとする。 

２ 勤務時間条例第15条第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例

第17条第１項の規定による育児時間又は勤務時間条例第16条の２第

１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の２第１項の規定

による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の

承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介護

時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該

非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤

職員が勤務時間条例第18条第２項の規定に基づく世田谷区規則の規

定による育児時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤

務しない場合における部分休業の承認については、１日につき当該

非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減

じた時間から当該育児時間、当該介護時間又は子育て部分休暇の承

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該

非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤

職員が勤務時間条例第18条第２項の規定に基づく世田谷区規則の規

定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にお

ける部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職員につい

て定められた１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間から当該

育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた
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改正後 改正前 

認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。 

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

附 則（令和 年 月 日条例第 号）   

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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